
令和３年８月 30日 

小中学校保護者の皆様へ 

                               富良野市教育委員会 

                                教育長 近内 栄一 

 

緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス感染症への対応について 

  

日頃より、新型コロナウイルス感染症感染予防対策、そして、富良野市教育行政に対しまし

て、ご理解とご協力をいただいておりますことに感謝申し上げます。 

全道的にデルタ株による新型コロナウイルスの感染拡大がみられることから、国は、北海道

に８月 27日から９月 12日までの期間、３度目の「緊急事態宣言」を発令しました。 

これを踏まえ、北海道・北海道教育委員会より、全道域で「警戒ステージ４」への移行に伴

い、市町村立学校においても、衛生管理マニュアルに基づく「行動レベル３」に応じた対策を

徹底するよう要請があったところです。 

 本市においては、市内小学校・中学校で児童生徒の感染確認も踏まえるとともに、学習活動

を工夫しながら、可能な限り学校教育活動を継続し、子どもたちの健やかな学びを保障してい

くことが重要と考えることから、以下の対応といたしますので、保護者の皆様のご理解とご協

力をお願い申し上げます。 

 

１．全小中学校の行動基準と学校教育活動について 

 ①全小中学校での行動基準をこれまでの「レベル２」から「レベル３」相当に移行します。

②このことにより、日常の学校教育活動において、「感染症対策を講じてもなお感染リスクの   

高い」学習活動は一時的に行わないようにするなど、より一層の感染予防対策を徹底しま

す。 

③一人でも陽性者が判明した場合は、保健所の疫学調査が終了するまで、学級、学年、学校

の臨時休業を幅広に実施し、その間はオンライン学習等を活用します。 

④部活動については原則休止とします。少年団活動についても部活動に準ずることとします。 

⑤運動会・体育祭については、分散・縮小など感染症対策を十分講じて実施できる場合は可

能とします。 

 

２．特に留意いただきたいこと 

感染予防対策の徹底（三密を避ける・マスク着用・手洗い・手指消毒等）、家族内の健康観察、

そして、家庭内で風邪症状（発熱やせき等）が見られた場合は、児童生徒は症状が無くなるま

で、必ず登校を控えるようお願いいたします。出席停止となりますので、学校にご連絡くださ

い。 

また、8/27 文部科学省より、「児童生徒や教職員の新型コロナウイルス感染が確認された場

合の対応ガイドライン」が示されました。本市においても学校で感染が確認された場合の濃厚

接触者等の特定や臨時休業の判断の基準となりますので参考にしていただきますようお願いい

たします（裏面参照）。 

 

 



「児童生徒や教職員の新型コロナウイルス感染が確認された場合の対応ガイドライン」 

      事務連絡 令和 3年 8月 27日文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

 

１．学校で感染者が確認された場合 

  ・感染した児童生徒は出席停止措置となります。濃厚接触者も同様となります。 

 

 ２．濃厚接触者等の特定について 

  ①濃厚接触者の候補 

・濃厚接触者の候補は、感染者の感染可能性期間（発症２日前、無症状者は、陽性確定

のための検体接収日の２日前）の中で以下の該当となる児童生徒・教職員となります。 

  ・感染者と同居又は長時間接触があった者。 

  ・感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つば等）に直接触れた可能性の高い者。 

  ・手で触れることのできる距離（目安として１ｍ）で、必要な感染予防対策なしで、感 

染者と 15分以上の接触があった者（感染者と会話していた者）。 

  ②濃厚接触者周辺の検査対象となる者の候補 

  ・感染者と同一の学級の児童生徒等。 

  ・感染者と同一の部活動に所属する児童生徒等。 

  ・その他、感染対策が不十分な環境で感染者と接触した者等。 

  ※①②の候補が速やかな特定が困難な場合は、判明した感染者が１人でも、感染状況に

よっては、原則として当該感染者が属する学級等の全ての者を検査対象の候補とする

ことが考えられます。 

 

 ３．出席停止の措置及び臨時休業の判断について 

＜学級閉鎖＞ 以下のいずれかの状況に該当し、学級内で感染が広がっている可能性が高

い場合、学級閉鎖を実施します。 

  ・同一の学級において、複数の児童生徒等の感染が判明した場合。 

  ・感染が確認された者が 1 名であっても、周囲に未診断の風邪等の症状を有する者が複

数いる場合。 

  ・1名の感染者が判明し、複数の濃厚接触者が存在する場合。 

  ・その他、設置者で必要と判断した場合。 

  ※学級閉鎖の期間は、PCR検査の結果、濃厚接触者の状況により判断します。 

 ＜学年閉鎖＞ 

  ・複数の学級を閉鎖するなど、学年内で感染が広がっている可能性が高い場合、学年閉

鎖を実施します。 

 ＜学校全体の臨時休業＞ 

  ・複数の学年を閉鎖するなど、学校内に感染が広がっている可能性高い場合、学校全体

の臨時休業を実施します。 

   

以上、地域の感染状況や保健所の業務の状況等を踏まえ、迅速に対応するためのものです。

保護者の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 


